
　

国
民
年
金
に
つ
い
て

■
受
給
さ
れ
て
い
る
方
が
死
亡
し
た
と
き

○
未
支
給
年
金
の
請
求
に
つ
い
て

　

年
金
は
死
亡
し
た
月
分
ま
で
支
払
わ
れ
ま

す
。
死
亡
し
た
方
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
年
金

が
あ
る
と
き
、
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
た
遺

族
の
方
に
支
払
わ
れ
ま
す
。

添
付
書
類
等

①
年
金
証
書（
亡
失
の
場
合
も
手
続
き
可
能
）

②
請
求
者
の
住
民
票
謄
本
も
し
く
は
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
を
確
認
で
き
る
も
の

③
請
求
者
の
預
金
通
帳
（
現
物
）

④
請
求
者
と
の
続
柄
を
確
認
で
き
る
書
類

　
（
戸
籍
等
）

⑤
住
所
が
別
の
時
は
生
計
同
一
証
明

■
死
亡
一
時
金

　

国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者
と
し
て
保

険
料
を
納
め
た
月
数
が
36
月
以
上
あ
る
被
保

険
者
が
、
老
齢
・
障
害
基
礎
年
金
の
い
ず
れ

も
受
け
な
い
ま
ま
死
亡
し
た
と
き
、
死
亡
者

と
生
計
を
同
一
に
し
て
い
た
遺
族
に
支
給
さ

れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
そ
の
方
の
死
亡
に
よ
り
遺
族
基

礎
年
金
を
受
け
ら
れ
る
遺
族
が
い
る
場
合
に

は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

死
亡
一
時
金
の
額
は
、
保
険
料
を
納
め
た

月
数
に
応
じ
て
決
ま
っ
て
い
ま
す
。（
12
万

円
～
32
万
円
）

※
死
亡
か
ら
２
年
経
過
す
る
と
、
請
求
が
時

効
に
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問　

和
歌
山
西
年
金
事
務
所

　
　
　

℡
０
７
３-
４
４
７-

１
６
６
０

　
　

保
険
年
金
課　

℡
22-
３
５
０
４

お
知
ら
せ

　
市
役
所
２
階　
工
事
が
完
了
し
ま
し
た

※
対
象
の
方
に
は
受
診
券
を
４
月
下
旬
に
発

送
し
て
い
ま
す
。

■
特
定
健
診

対
象　

40
～
74
歳
の
国
保
加
入
者

内
容　

問
診
・
診
察
・
身
体
測
定
・
血
圧
測
定
・

　

尿
検
査
・
心
電
図
・
血
液
検
査

■
が
ん
検
診

対
象　

が
ん
検
診
受
診
券
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

検
診
種
別　

胃
が
ん
・
大
腸
が
ん
・
肺
が
ん
・

　

乳
が
ん
・
肝
炎
ウ
イ
ル
ス

※
６
月
9
日
（
日
）
は
野
菜
摂
取
レ
ベ
ル
が

　

分
か
る
「
ベ
ジ
チ
ェ
ッ
ク
Ⓡ
」
な
ど
の
測

　

定
が
で
き
ま
す
。

申
・
問　

保
険
年
金
課　

℡
22-

３
５
１
２　

　
　
　

保
健
セ
ン
タ
ー　

℡
82-

３
２
２
３

　
集
団
健
診
（
特
定
健
診
・
が
ん
検
診
）

申込締切
５月20日(月)

５月30日(木)

６月６日(木)

６月13日(木)

健診場所
文化福祉センター

北原会館

辰ヶ浜ふれあい
センター

保田公民館

実施日
６月９日(日)

６月19日(水)

６月25日(火)

７月２日(火)

Web 申込みはこちら↑

受付時間　8 時～ 9 時
※すべて無料です
※事前に電話または Web にて
　ご予約ください。

　

ス
プ
レ
ー
缶
や
カ
セ
ッ

ト
ボ
ン
ベ
は
、
穴
を
開
け

ず
に
、
中
身
を
使
い
切
り
、

ガ
ス
を
出
し
切
っ
て
、
そ

の
他
の
不
燃
物
で
ご
み
出
し
し
て
く
だ
さ
い
。

　

中
身
が
残
っ
て
い
る
も
の
は
火
災
の
危
険

が
あ
る
た
め
、
作
業
員
が
中
身
を
確
認
し
、

ガ
ス
が
残
っ
て
い
る
場
合
は
ご
み
袋
に
赤
い

「
警
告
シ
ー
ル
」
を
貼
り
、
集
積
所
に
残
し

て
い
ま
す
。シ
ー
ル
を
貼
ら
れ
た
ご
み
袋
は
、

中
身
を
使
い
切
り
、ガ
ス
を
出
し
切
っ
た
後
、

シ
ー
ル
に
処
理
し
た
目
印
（
処
理
済
や
大
き

く
×
な
ど
）
を
記
入
し
、
次
の
収
集
日
に
出

し
て
く
だ
さ
い
。

問　

生
活
環
境
課　

℡
22-

３
５
６
５

　

現
在
、
市
役
所
庁
舎
の
長
寿
命
化
工
事
を

実
施
し
て
お
り
、
こ
の
た
び
２
階
部
分
の
工

事
が
完
了
し
ま
し
た
。

問　

総
務
課　

℡
22-

３
７
５
０

２階

正面玄関
書庫

正面玄関
面談室

市民福祉
部長

紀陽
銀行

出張所
会議室

書庫

面談室

面談室
面
談
室

市民課
市民係

保険年金課 税務課

生活環境課 福祉課 高齢介護課 こども課 市民課
人権啓発係

出納室

※令和６年度は３、４階工事をすすめてまいります。
引き続きご迷惑をおかけいたしますが、ご理解、
ご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

　
ス
プ
レ
ー
缶
や
カ
セ
ッ
ト
ボ
ン
ベ
は

　
　
中
身
を
出
し
切
っ
て
そ
の
他
の
不
燃
物
へ

 ごみ処理施設で処理できないものが混入しています。
・農業系廃棄物（ビニールハウス用品、マルチシート、農薬散布用ホース、農薬容器等）
・漁業系廃棄物（漁網、ロープ、ブイ、船舶等）・自動車部品（バッテリー、タイヤ等）
・土木建築廃材　・木材（直径15ｃｍ以上、または長さ150ｃｍ以上の木材、生木等）
・機械・工具類　・医療廃棄物（注射針、注射器等）
・その他（消火器、ガスボンベ、廃油・廃酸、塩ビパイプ等塩ビ製品、金庫、鉄パイプ、
　電線、火薬、鉄塊、シンナー・ペンキ等溶剤類等）

 きちんと分別処理がされていません。

 ビデオテープ・カセットテープが混入しています。
ビデオテープ・カセットテープだけを市指定ごみ袋【プラスチック類】に入れて出して
ください。

 市指定ごみ袋に入れて指定日に出してください。

 ビニールホース(家庭用)が処理されていません。
家庭用ビニールホースは、２０cm以内にカットして、市指定ごみ袋【その他の不燃物】に
入れて出してください。

 ブルーシート、レジャーシートが処理されていません。
大判のビニール製シート類は、５０cm四方にカットして、市指定ごみ袋【その他の不燃物】
に入れて出してください。

 カセットボンベ缶、スプレー缶にガスが残っています。
中身を使い切って、市指定ごみ袋【その他の不燃物】に入れて出してください。
※中身が残っている場合は、収集できません。

 ペットボトルが正しく分別・処理されていません。
ラベルとキャップをはずして、ペットボトルだけを市指定ごみ袋【プラスチック類】に入れ、
ペットボトルの収集日に出してください。

警 告 下記の理由により収集できません。

正しい方法で出し直してください。

収集日

月 日

お問い合わせ先

有田市生活環境課 .TEL０７３７－２２－３５６５

有田市清掃センターTEL０７３７－８２－５７４７

✓

次
に
該
当
す
る
場
合
は
、
申
請
書
を
提
出

す
る
と
月
に
７
０
０
円
還
付
さ
れ
ま
す
。

対
象　

市
県
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
で
、

身
体
障
害
者
手
帳
の
１
級
・
２
級
、
療

育
手
帳
の
Ａ
１
・
Ａ
２
、
精
神
障
害
者

保
健
福
祉
手
帳
１
級
・
２
級
の
い
ず
れ

か
を
お
持
ち
の
世
帯

※
物
価
高
騰
対
策
に
か
か
る
基
本
料
金
等

減
免
期
間
中
（
５
月
～
９
月
分
）
は
軽

減
の
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

申
込
み　

12
月
27
日
（
金
）
ま
で

問　

水
道
事
務
所　

℡
83-

２
１
４
１

光化学オキシダント（スモッグ）特別監視実施【期間　５月7日（火）～10月4日（金）】

　
「
定
額
減
税
制
度
説
明
会
」

対
象　

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
交
付
通
知
書
が

　

届
い
て
い
る
方
、
電
子
証
明
書
の
更
新
の

　

お
知
ら
せ
が
届
い
て
い
る
方

日
時　

５
月
26
日
（
日
）
８
時
30
分
～
正
午

持
ち
物

【
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受
取
】

　

①
交
付
通
知
書
（
は
が
き
）

　

②
通
知
カ
ー
ド

　

③
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

　
（
②
③
は
お
持
ち
の
方
の
み
）

　

④
本
人
確
認
書
類

※
15
歳
未
満
の
方
の
受
取
時
は
、
本
人
と
法

定
代
理
人
の
来
庁
及
び
本
人
確
認
書
類

【
電
子
証
明
書
の
更
新
】

　

①
電
子
証
明
書
の
有
効
期
限
通
知
書

　

②
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

③
本
人
確
認
書
類
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
の
暗
証
番
号
を
忘
れ
た
場
合
）

※
住
所
の
変
更
手
続
き
等
は
で
き
ま
せ
ん
。

★
申
請
サ
ポ
ー
ト
も
行
い
ま
す
。
ま
だ
申
請
さ

れ
て
い
な
い
方
も
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問　

市
民
課　

℡
22-

３
５
６
１

　
健
康
ポ
イ
ン
ト
ア
プ
リ
の
賞
品
が

　
　
　
５
月
か
ら
さ
ら
に
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
！

日
時　

５
月
29
日
（
水
）
10
時
～
11
時

　
　
　

６
月
19
日
（
水
）
14
時
～
15
時

場
所　

湯
浅
納
税
協
会　

３
階

定
員　

20
名

         

（
先
着
順
・
電
話
予
約
要
）

主
催　

湯
浅
税
務
署
、
湯
浅
納
税
協
会

※
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者
へ
の
登
録
の
要
否

を
検
討
さ
れ
て
い
る
方
を
対
象
に
、
個
別

相
談
の
ご
予
約
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

問　

湯
浅
税
務
署　

℡
63-

５
４
０
３

　
令
和
６
年
度
分　
水
道
料
金
の
軽
減
申
請

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

　
　
受
取
・
更
新
の
た
め
の
休
日
開
庁

　

令
和
６
年
分
の
所
得
税
に
係
る
定
額
に
よ

る
所
得
税
額
の
特
別
控
除
（
定
額
減
税
）
に

つ
い
て
、
源
泉
徴
収
義
務
者
の
方
に
向
け
た

説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

日
時　

５
月
10
日
（
金
）
10
時
～
11
時

　
　
　

５
月
29
日
（
水
）
14
時
～
15
時

場
所　

湯
浅
納
税
協
会　

３
階

定
員　

30
名
（
先
着
順
・
電
話
予
約
要
）

主
催　

湯
浅
税
務
署
、
湯
浅
納
税
協
会

問　

湯
浅
税
務
署　

℡
63-

５
４
０
６

　

消
費
税
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
説
明
会
・

　
　
　
　
　
登
録
申
請
手
続
の
相
談
会

　
住
み
よ
い
社
会
地
域
を
支
え
合
う
た
め
に

　

毎
年
５
月
12
日
の
「
民
生
委
員
・
児
童
委

員
の
日
」
か
ら
１
週
間
を
「
活
動
強
化
週
間
」

と
定
め
て
い
ま
す
。

　

法
律
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
委
嘱
さ

れ
た
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
定
期
的
な

訪
問
な
ど
を
通
じ
て
、
高
齢
者
や
こ
ど
も
た

ち
の
見
守
り
を
行
っ
て
い
ま
す
。
多
様
な
地

■
デ
ジ
タ
ル
ギ
フ
ト
が
登
場
し
、
当
選
本
数

　

が
２
倍
に
！

　

市
健
康
ポ
イ
ン
ト
ア
プ
リ
を
利
用
し
、
一

カ
月
間
で
一
定
の
ポ
イ
ン
ト
を
獲
得
す
る

と
、
抽
選
で
「
デ
ジ
タ
ル
ギ
フ
ト
」「
浜
の

う
た
せ
商
品
券
」
が
当
た
り
ま
す
。

　

５
月
か
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
当
選
本
数
が

増
加
し
、
デ
ジ
タ
ル
ギ
フ
ト
券
は
「
Ｐ
ａ
ｙ

ｐ
ａ
ｙ
・
Ａ
ｍ
ａ
ｚ
ｏ
ｎ
ギ
フ
ト
コ
ー
ド
・

ク
オ
カ
ー
ド
ペ
イ
」
の
三
種
類
か
ら
好
き
な

景
品
を
選
べ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

ア
プ
リ
を
イ
ン
ス
ト
ー
ル
し
、
日
々
の
運

動
を
楽
し
み
な
が
ら
行
い
ま
し
ょ
う
。

問　

保
健
セ
ン
タ
ー　

℡
82-

３
２
２
３

　

情
報
公
開
条
例
に
基
づ
く

　
　
　
　
　
　
　
公
文
書
の
公
開
状
況

市
で
は
開
か
れ
た
市
政
を
実
現
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
情
報
公
開
条
例
を
定
め
て
い

ま
す
。
そ
の
た
め
、
市
政
に
関
す
る
情
報
を

広
く
公
開
し
、
市
民
の
皆
様
に
行
政
に
つ
い

て
説
明
す
る
責
任
を
果
た
し
ま
す
。

　
一
人
で
悩
ま
ず
相
談
を

　

６
月
１
日
は
人
権
擁
護
委
員
の
日
で
す
。

■
特
設
人
権
相
談
所
を
開
設

日
時　

６
月
３
日
（
月
） 

10
時
～
16
時

場
所　

市
民
会
館　

第
２
会
議
室

内
容　

悩
み
ご
と
・
困
り
ご
と
・
人
権
相
談

　
（
相
談
は
無
料
で
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。）

　

本
市
に
も
、
法
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た

次
の
人
権
擁
護
委
員
が
い
ま
す
。

　

橋は
し
も
と本 

訓く
に
す
け祐　

（
初
島
町
）

　

濵は
ま
べ部 

忠た
だ
お男　
（
箕
島
）

　

栗く
り
や
ま山 

昌ま
さ
こ子　
（
宮
崎
町
）

　

下し
も
だ田 

喜き

く

え

久
惠
（
宮
崎
町
）

　

宮み
や
も
と本 

直な
お
き樹　

（
下
中
島
）

　

髙た
か
が
き垣 

明あ
き
こ子　

（
宮
原
町
）

　

古ふ
る
か
わ川 

眞ま
す
み澄　
（
港
町
）

問　

市
民
課　

℡
22-

３
５
５
８

域
課
題
の
解
決
に
向
け
、
行
政
や
関
係
団
体

と
の
パ
イ
プ
役
を
務
め
る
ほ
か
、
子
育
て
世

帯
な
ど
幅
広
い
世
代
を
支
援
す
る
無
報
酬
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
、
法
律
に
よ
り
両
委
員
は

兼
務
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

市
内
で
は
68
人（
主
任
児
童
委
員
を
含
む
）

が
活
動
し
て
い
ま
す
。（
５
月
現
在
）

　

守
秘
義
務
に
よ
り
相
談
内
容
の
秘
密
は
固

く
守
り
、
個
人
情
報
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保

護
に
配
慮
し
た
支
援
活
動
を
行
い
ま
す
。
安

心
し
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問　

福
祉
課　

℡
22-

３
５
４
１

　

令
和
５
年
度
に
お
け
る
公
文
書
の
公
開
況

に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

期
間　

令
和
５
年
４
月
１
日
～

　
　
　
　
　
　
　
　

令
和
６
年
３
月
31
日

請
求
先
及
び
件
数

　

経
営
企
画
課
３
件　
　
　

建
設
課
３
件

　

総
務
課
３
件　
　
　

都
市
整
備
課
３
件

　

生
活
環
境
課
３
件　

教
育
総
務
課
４
件

　

健
康
推
進
課
１
件　
　

消
防
本
部
３
件

　

高
齢
介
護
課
１
件

請
求
に
対
す
る
公
文
書
の
公
開
状
況

　

公
開
20
件
、
部
分
公
開
３
件　

却
下
１
件

問　

総
務
課　

℡
22-

３
７
４
６

広告
令
和
６
年
度

軽
自
動
車
税（
種
別
割
）（
全
期
）

納
期
限
は
５
月
３１
日（
金
）で
す
。

物価高騰対策として、水道基本料金等を５月～９月請求分の５ヶ月間減免します。
※申込み手続きは不要です。

問　水道事務所
　　　℡ 83-2141
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